
議案第６５号 

×××さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例等の一部を改正する条例の制定について

×さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

××平成２９年２月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人××

×××さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正） 

第１条 さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

 （従業者の員数）  （従業者の員数）

第６０条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行

う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地

域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「地域密着型通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

第６０条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行

う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地

域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「地域密着型通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ご

とに、当該指定地域密着型通所介護を提供して

いる時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着

型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間数（次項において

  「提供単位時間数」という。）で除して得た数

 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ご

とに、当該指定地域密着型通所介護を提供して

いる時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着

型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間数（次項において

「提供単位時間数」という。）で除して得た数
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  が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者

が法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定す

る第１号通所事業（地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）

第５条による改正前の法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護に相当するものとして

市長が定めるものに限る。）に係る法第１１５

条の４５の３第１項に規定する指定事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介

護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における指定地域密着型通所

介護又は当該第１号通所事業の利用者。以下こ

の節及び次節において同じ。）の数が１５人ま

での場合にあっては１以上、１５人を超える場

合にあっては１５人を超える部分の数を５で除

して得た数に１を加えた数以上確保されるため

に必要と認められる数 

  が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者

が指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防

サービス条例第８９条第１項に規定する指定介

護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所

介護の事業と指定介護予防通所介護（指定介護

予防サービス条例第８８条に規定する指定介護

予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所における指定地域

密着型通所介護又は指定介護予防通所介護の利

用者。以下この節及び次節において同じ。）の

数が１５人までの場合にあっては１以上、１５

人を超える場合にあっては１５人を超える部分

の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確

保されるために必要と認められる数 

 ［略］    ［略］ 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

 （さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改

正する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部

を改正する条例（平成２７年さいたま市条例第３１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

  第３条中第６条の改正を次のように改める。

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ご

とに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該

指定訪問介護事業者が法第１１５条の４５第１項

第１号イに規定する第１号訪問事業（地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ご

とに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該

指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業

者（さいたま市指定介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２
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関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律

第８３号。以下「整備法」という。）第５条によ

る改正前の法（以下「旧法」という。）第８条の

２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当する

ものとして市長が定めるものに限る。）に係る法

第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業

者（以下「指定事業者」という。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号

訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、当該事業所における

指定訪問介護又は当該第１号訪問事業の利用者。

 以下この条において同じ。）の数が４０又はその

端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責

任者としなければならない。この場合において、

当該サービス提供責任者の員数については、利用

者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

４年さいたま市条例第６９号。以下「指定介護予

防サービス条例」という。）第６条第１項に規定

する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護

の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サ

ービス条例第５条に規定する指定介護予防訪問介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては、

 当該事業所における指定訪問介護及び指定介護予

防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。

）の数が４０又はその端数を増すごとに１人以上

の者をサービス提供責任者としなければならない。

 この場合において、当該サービス提供責任者の員

数については、利用者の数に応じて常勤換算方法

によることができる。

３～５ ［略］ ３～５ ［略］

６ 指定訪問介護事業者が第２項に規定する第１号

訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業

とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、市長が定める当該第１号訪問

事業の人員に関する基準を満たすことをもって、

 前各項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。

６ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第６条第１項か

ら第４項までに規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

  第３条中第８条の改正を次のように改める。

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］

２ 指定訪問介護事業者が第６条第２項に規定する

第１号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪

問事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、市長が定める当該第１

号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

２ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第８条第１項に

 規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

 前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。

  第３条中第４２条の２の改正を次のように改める。

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数） 

第４２条の２ ［略］ 第４２条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 基準該当訪問介護の事業と法第１１５条の４５

第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法

第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護及

び基準該当介護予防サービス（法第５４条第１項

第２号に規定する基準該当介護予防サービスをい

う。以下同じ。）に相当するものとして市長が定

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪

問介護（指定介護予防サービス条例第４２条の２

第１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をい

う。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、同項及び同条第２項に規定する
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めるものに限る。）とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営されている場合

については、市長が定める当該第１号訪問事業の

人員に関する基準を満たすことをもって、前２項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

人員に関する基準を満たすことをもって、前２項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

  第３条中第４２条の４の改正を次のように改める。

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等）

第４２条の４ ［略］ 第４２条の４ ［略］

２ 基準該当訪問介護の事業と第４２条の２第３項

に規定する第１号訪問事業とが、同一の事業者に

より同一の事業所において一体的に運営される場

合については、市長が定める当該第１号訪問事業

の設備に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

２ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪

問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営される場合については、

 指定介護予防サービス条例第４２条の４第１項に

 規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

 前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。

  第３条中第９１条の改正を次のように改める。

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第９１条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指

定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま

でにおいて「通所介護従業者」という。）及びそ

の員数は、次のとおりとする。

第９１条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指

定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま

でにおいて「通所介護従業者」という。）及びそ

の員数は、次のとおりとする。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該

指定通所介護を提供している時間帯に介護職員

（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数（次項におい

て「提供単位時間数」という。）で除して得た

数が利用者（当該指定通所介護事業者が法第１

１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号

通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介

護予防通所介護に相当するものとして市長が定

めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該

第１号通所事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定通所介護又は当該第１号通所事

  業の利用者。以下この節及び次節において同じ。

  ）の数が１５人までの場合にあっては１以上、

１５人を超える場合にあっては１５人を超える

部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以

上確保されるために必要と認められる数

 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該

指定通所介護を提供している時間帯に介護職員

（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数（次項におい

て「提供単位時間数」という。）で除して得た

数が利用者（当該指定通所介護事業者が指定介

護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス

条例第８９条第１項に規定する指定介護予防通

所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介

護予防通所介護（指定介護予防サービス条例第

８８条に規定する指定介護予防通所介護をいう。

  以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該

事業所における指定通所介護又は指定介護予防

通所介護の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が１５人までの場合にあっては

１以上、１５人を超える場合にあっては１５人

を超える部分の数を５で除して得た数に１を加

えた数以上確保されるために必要と認められる
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数

 ［略］  ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 指定通所介護事業者が第１項第３号に規定する

第１号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通

所事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、市長が定める当該第１

号通所事業の人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

８ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の

事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第８９条第１項

から第７項までに規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前各項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。

  第３条中第９３条の改正を次のように改める。

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第９３条 ［略］ 第９３条 ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 指定通所介護事業者が第９１条第１項第３号に

規定する第１号通所事業に係る指定事業者の指定

を併せて受け、かつ、当該第１号通所事業と指定

介護予防通所介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、市長

が定める当該第１号通所事業の設備に関する基準

を満たすことをもって、第１項から第３項までに

規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

５ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の

事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第９１条第１項

から第３項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、第１項から第３項までに規定

する基準を満たしているものとみなすことができ

る。

  第３条中第１２２条の２の改正を次のように改める。

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１２２条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この

節において「通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。

第１２２条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この

節において「通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、

当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時

  間数（次項において「提供単位時間数」という。

  ）で除して得た数が利用者（当該基準該当通所

介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第１

１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号

通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介

護予防通所介護及び基準該当介護予防サービス

 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、

当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時

間数（次項において「提供単位時間数」という。

  ）で除して得た数が利用者（当該基準該当通所

介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該

当介護予防通所介護（指定介護予防サービス条

例第１０３条の２第１項に規定する基準該当介

護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業を
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  に相当するものとして市長が定めるものに限る。

  ）の事業を同一の事業所において一体的に運営

している場合にあっては、当該事業所における

基準該当通所介護又は当該第１号通所事業の利

用者。以下この条において同じ。）の数が１５

人までの場合にあっては１以上、１５人を超え

る場合にあっては１５人を超える部分の数を５

で除して得た数に１を加えた数以上確保される

ために必要と認められる数

同一の事業所において一体的に運営している場

合にあっては、当該事業所における基準該当通

  所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。

  以下この条において同じ。）の数が１５人まで

の場合にあっては１以上、１５人を超える場合

にあっては１５人を超える部分の数を５で除し

て得た数に１を加えた数以上確保されるために

必要と認められる数

 ［略］  ［略］

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

７ 基準該当通所介護の事業と第１項第３号に規定

する第１号通所事業とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営されている場合

については、市長が定める当該第１号通所事業の

人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

７ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通

所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第１０３条の２

第１項から第６項までに規定する人員に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。

  第３条中第１２２条の４の改正を次のように改める。

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等）

第１２２条の４ ［略］ 第１２２条の４ ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 基準該当通所介護の事業と第１２２条の２第１

項第３号に規定する第１号通所事業とが、同一の

事業者により同一の事業所において一体的に運営

される場合については、市長が定める当該第１号

通所事業の設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前３項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

４ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通

所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営される場合については、

 指定介護予防サービス条例第１０３条の４第１項

から第３項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、前３項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。

附 則

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の

日から施行する。
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